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法定の歯科健康診断  事業場の人数にか

かわらず実施報告が義務に  

 

厚生労働省は、「労働安全衛生規則の

一部を改正する省令案要綱」について労

働政策審議会に諮問し、妥当であるとの

答申を受け、省令の改正作業を進めてい

ます。  

◆改正の趣旨  

労働安全衛生法において、事業者は、

歯またはその支持組織に有害な業務に従

事する労働者に対し、歯科医師による健

康診断（歯科健康診断）を行わなければ

ならないとしており、その具体的内容に

ついて労働安全衛生規則（安衛則）で定

めています。  

また、安衛則の規定により、常時 50

人以上の労働者を使用する事業者は、歯

科健康診断（定期のものに限る。）を行

ったときは、遅滞なく、定期健康診断結

果報告書を所轄労働基準監督署長に提出

しなければならないこととなっています。 

このたび、歯科健康診断の実施状況に

ついて、令和元年度に一部地域で実施し

た自主点検の結果により、常時使用する

労働者が 50 人未満の事業場においては、

歯科健康診断の実施率が非常に低いこと

が判明しました。  

そこで、歯科健康診断の報告義務につ

いて、実施状況を正確に把握し、その実

施率の向上を図るため、事業場の人数に

かかわらず、実施報告の義務付けを行う

こととされました。  

 

◆改正の内容  

歯科健康診断を実施する義務のある事

業者について、使用する労働者の人数に

かかわらず、安衛則第 48 条の歯科健康

診断（定期のものに限る。）を行ったと

きは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告

書を所轄労働基準監督署長に提出するこ

ととされます。  

※現行では、使用する労働者の人数が常

時 50 人以上である場合に報告が必要

です。  

◆施行時期  

令和４年 10 月１日（予定）  

 

不正プログラム「エモテット」にご注意！  

 

◆「エモテット（Emotet）」の脅威  

 2022 年に入り｢Emotet（エモテッ

ト）｣によるサイバー犯罪被害が激増して

います。エモテットとは、主にメールを

介して感染を広げるマルウェア（不正プ

ログラム）で、取引先に対してマルウェ

アに感染した「なりすましメール」を勝

手に送りつけるほか、ＰＣ内の機密デー

タを知らぬ間に操作･窃取されたり、ラン

サムウェア（社内データ等を人質に金銭

を脅し取ることを目的とした不正プログ

ラム）がダウンロードされ、社内ネット

ワーク内のＰＣに感

染を拡げたりするな

どの被害をもたらし

ます。実際のメール

の件名を利用するな

ど、なりすましの手
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口も巧妙化しています。  

◆対応策  

 政府はこうした事態を受け、次のよう

な対策を講じるよう企業に注意喚起して

います。  

１．リスク低減のための措置  

〇パスワードが単純でないかの確認、ア

クセス権限の確認・多要素認証の利

用・不要なアカウントの削除等により、

本人認証を強化する。  

〇ＩｏＴ機器を含む情報資産の保有状況

を把握する。特にＶＰＮ装置やゲート

ウェイ等、インターネットとの接続を

制御する装置の脆弱性は、攻撃に悪用

されることが多いことから、セキュリ

ティパッチ（最新のファームウェアや

更新プログラム等）を迅速に適用する。 

〇メールの添付ファイルを不用意に開か

ない、ＵＲＬを不用意にクリックしな

い、連絡・相談を迅速に行うこと等に

ついて、組織内に周知する。  

２．インシデントの早期検知  

〇サーバ等における各種ログを確認する。 

〇通信の監視・分析やアクセスコントロ

ールを再点検する。  

３．インシデント発生時の適切な対処・

回復  

〇データ消失等に備えて、データのバッ

クアップの実施および復旧手順を確認

する。  

〇インシデント発生時に備えて、インシ

デントを認知した際の対処手順を確認

し、対外応答や社内連絡体制等を準備

する。  

 被害を受けた場合、その影響は自社に

とどまらず、サプライチェーン全体の事

業活動に及ぶ可能性があります。積極的

な対策を講じていきましょう。  

【経済産業省「サイバーセキュリティ対

策の強化について注意喚起を行います」】 

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/

20220324008/20220324008.html 

【警視庁「サイバーセキュリティ ad 資

料」】  

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.l

g.jp/kurashi/cyber/CS_ad.html 

 

 

令和４年度労働保険の年度更新実務の注

意点  

 

◆「年度更新」とは？  

 会社は、労災保険と雇用保険に加入す

る義務を負っており、業種や従業員数に

応じた保険料を納付することとされてい

ます。  

 保険料の額は毎年４月１日から翌年３

月 31 日までの１年間を単位として計算

され、年度ごとに概算で保険料を納付し、

年度末に賃金総額が確定した後で精算す

るという方法がとられています。  

 この、前年度の保険料を精算するため

の確定保険料の申告・納付と、新年度の

概算保険料を納付するための申告・納付

の手続きが、「年度更新」です。  

◆令和４年度は年度途中で雇用保険料率

が改定  

 令和４年３月 30 日に成立した改正雇

用保険法により、令和４年度の雇用保険

料率は、年度前半（４月～９月）は 2／

1,000、年度後半（10 月～令和５年３

月）は 6／1,000 とされています（失業

等給付に係る雇用保険料率（労使折半））。 

 そのため、概算保険料の計算を２段階

で行う必要があり、例年とは手順の一部

が異なります。  

 

不妊治療の保険適用と両立支援  ～改訂

された厚労省ツールの活用～  

 

◆４月から不妊治療が保険適用に  

2022 年４月から、一般不妊治療（タ

イミング法、人工授精）、生殖補助医療

（体外受精、顕微授精等）が新たに保険

適用されることになりました。  

「不妊治療を受けながら働き続けられ

る職場づくりのためのマニュアル」「不

妊治療と仕事との両立サポートハンドブ

ック」等が改訂されています。  

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/CS_ad.html
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